
資力確保措置状況の届出①（手続概要）

この手続きは、新築住宅を引き渡した建設業者や宅地建物取引業
者によって、瑕疵担保責任の資力確保措置として、保証金の供託
やこれに代わる住宅瑕疵担保責任保険契約の締結が確実、適正に
行われているか、免許行政庁において把握し確認するためのもの
です。

［届出手続の概要］  

◆届出時期 --- 基準日から３週間以内（４月２１日
※
）

※ 行政機関の休日にあたるときはその翌日

◆届出先 --- 免許を受けている行政庁

（国土交通省地方整備局等、都道府県）

◆届出方法 --- 郵送又は窓口提出（オンラインも一部可能）

◆届出書類 

① 届出書（住宅瑕疵担保履行法施行規則に定める第１号様式【建設業者】

または第７号様式【宅地建物取引業者】）

② 引き渡し物件の一覧表

（同施行規則に定める第１号の２様式【建設業者】

または第７号の２様式【宅地建物取引業者】）

③ 供託を選択した場合

→供託書の写し（新たに保証金を供託した場合）

④ 保険を選択した場合

→保険法人が発行する保険契約を証する書面

 

年１回の基準日（３月３１日）ごとに、

保険や供託の状況について、

基準日から３週間以内（４月２１日
※
）までに

免許行政庁への届出が必要になります。



資力確保措置状況の届出②（手続準備）

届出手続の流れ

基準日の直前や当日に引き渡した新築住宅も、

資力確保措置と届出の対象になります。

届出書類の準備には、余裕をもった対応が必要です。

資力確保措置や届出の対象には、基準日直前のみならず、基準
日当日に引き渡した新築住宅も含まれます。また、届出の期限
が、基準日から３週間以内となっています。

特に、複数の事業所において引き渡しを行っている場合には、
引き渡し物件に関する書類や情報を集約するなど、余裕を持っ
て届出書類の準備を行うことが必要になります。

初回の基準日
平成22年3月31日

新築住宅の引き渡し

保険加入（原則､着工前）
保証金の供託

届出期日
平成22年4月21日

届出の準備
 ○基準日直前や当日の

引渡しに関する情報
や書類を収集

 ○届出書作成

免許行政庁
への届出

３週間

基準日以降に供託金の不足が
判明した場合は、①速やかに不
足額を供託、②免許行政庁に届
出（行政庁による確認を含む）を
行う。

上記の対応が、基準日から50

日経過する日までに終了しない
場合は、新規の請負契約や売
買契約ができなくなる。

事前準備
○関係事業所等から、
必要となる情報や
書類を収集

平成21年10月1日以降
引き渡し済みの分

余裕を持った届出の準備

基準日直前や
当日の引渡し分



資力確保措置状況の届出③（届出書-1）

保険のみを選択した場合は､「全て保険のため省
略」と記載することにより､届出書のうち「２」
の点線内を省略して提出することが可能

届出書の記載例

（免許行政庁あて）
○○地方整備局長
北海道開発局長
沖縄総合事務局長
○○都道府県知事



資力確保措置状況の届出③（届出書-2）



資力確保措置状況の届出③（届出書-3）



届出書とともに、基準日前１２ヶ月間に引き渡した新築住宅の
引き渡し物件を記載した一覧表の提出が必要です。

資力確保措置状況の届出④（一覧表）



履行法に基づく関連手続

免許行政庁との間で必要となる手続

基準日において資力確保措
置が十分に行われていなかっ
たとき

【建設業者】住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の
供託についての確認の申請       （第2号様式）
                   ［法第5条但書、規則第6条］
【宅建業者】住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の
供託についての確認の申請        （第8号様式）
                 ［法第13条但書、規則第17条］

還付その他の理由により、供
託金が基準額に不足すること
になったとき

【建設業者】住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の
供託についての届出              （第4号様式）
                   ［第7条第2項、規則第10条］
【宅建業者】住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の
供託についての届出             （第10号様式）
      ［法第16条にて読替準用する第7条第2項、
       規則第22条にて読替準用する第10条］

主たる事務所の移転により最
寄りの供託所が変更になった
とき

【建設業者】住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え
等についての届出                （第5号様式）
                              ［規則第11条］
【宅建業者】住宅販売瑕疵担保保証金の保管替え
等についての届出               （第11号様式）
         ［規則第22条にて読替準用する第11条］

基準日における保証金が当
該基準日の基準額を超えたと
き

【建設業者】住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しに
ついての承認の申請              （第6号様式）
                     ［法第9条第2項、第12条］
【宅建業者】住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しに
ついての承認の申請             （第12号様式）
      ［法第16条にて読替準用する第9条第2項、 

規則第22条にて読替準用する第12条］

供託金が不足・超過した場合や供託所が変更になった場合には、

免許行政庁との間で手続が必要になります。

特に、資力確保措置として供託を選択した事業者には、供託金
が不足したり超過した場合、供託所が変更になった場合に、免
許行政庁との間で、以下の手続が必要になります。
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